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第３章 行動計画【福祉・健康：自立のための健康づくりと福祉の充実をめざして】 

 

 

 

 

 

 

年々高齢化が進行し、高齢者のみの世帯も増加しているため、高齢者世帯の見守りや、

出かけることが困難になっている現状に配慮して地域の巡回に力を入れる必要があり

ます。 

また、加齢に伴い認知症の発症が増加の傾向にある状況も考慮して、認知症サポータ

ー養成講座の充実が求められます。 

ライフスタイルの多様化に応じ、子育て世帯の親が仕事に就けるよう社会福祉施設や

教育・保育施設での受け入れを充実させる必要があります。 

 

 

 

ア．市民のニーズの把握と速やかに対応するためのシステムを整えます 

行 動 計 画 担 当 部 署 
新規 

継続 

女性 

活躍 

 地区巡回による福祉・保健講座の実施 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

健康推進課 

社会福祉課 

継続  

 認知症サポーター養成講座の実施 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 継続  

 民生児童委員、福祉協力員との地域連携の推進 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

健康推進課 

社会福祉課 

高齢ふれあい課 

継続  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策 ①市民のニーズに応える福祉環境の整備と福祉サービスの充実を図ります 

 

現状と課題 

施策の内容と行動計画 
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イ．多様なライフスタイルに対応した、利用しやすい福祉サービスの充実に努めます 

行 動 計 画 担 当 部 署 
新規 

継続 

女性 

活躍 

 
社会福祉施設、教育・保育施設の整備と施設サー

ビスの充実 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

社会福祉課 

高齢ふれあい課 

子育て支援課 

継続  

 
障がい者及び高齢者支援に係る関係機関・職種と

研修会・講座・連絡会議の開催 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

健康推進課 

社会福祉課 

高齢ふれあい課 

継続  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画指標 担 当 部 署 
現状値 目標値 女性 

活躍 R1年度 R7年度 

認知症サポーター数 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 10,781人 14,000人  

病児保育実施ヶ所数 子育て支援課 12 ヶ所 12 ヶ所  
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市報、ネットワークなどを活用した情報提供は充実し、スムーズになってきています。

健康と福祉の情報は内容により必要とする年代が様々であり、真に情報を必要とする人

が受け取れるように提供する媒体を考慮するとともに、地域に出向いての講座開催など

も必要です。 

ボランティアについての意識を醸成するため、学校や職場等への介護体験機会を提供

しています。 

  

 

 

ア．誰にでも分かりやすい情報の提供と伝達の方法を構築します 

行 動 計 画 担 当 部 署 
新規 

継続 

女性 

活躍 

 
市報、ホームページ、冊子等による利用者を考慮し

た情報提供の徹底 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

健康推進課 

社会福祉課 

高齢ふれあい課 

子育て支援課 

継続  

 公共施設等身近な場所での福祉関連講座の実施 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

健康推進課 

社会福祉課 

子育て支援課 

継続  

 

イ．ボランティア意識を啓発し市民の福祉の心を育てます 

行 動 計 画 担 当 部 署 
新規 

継続 

女性 

活躍 

 学校や職場等への介護体験機会の提供 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 継続  

 

 

 

 

基本施策  ②健康と福祉の情報提供に努め市民の意識を醸成します 

 

現状と課題 

施策の内容と行動計画 
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健康についての正しい知識の習得と、生活習慣を見直すことが心身の健康づくりにつ

ながります。生活習慣病予防や重症化防止のための行動変容に結びつくよう、健（検）

診の受診率の向上を目指すとともに、栄養教育や健康の駅を活用した健康づくりについ

てライフステージごとの学習機会を提供していく必要があります。 

また子育て世帯に対し、妊娠期から育児期までの切れ目のない支援ができるよう相談

体制を強化していかなければなりません。 

 

 

 

 

 

ア．心身ともに主体的な健康管理を実践できる体制を整えます 

行 動 計 画 担 当 部 署 
新規 

継続 

女性 

活躍 

 
生活習慣病の予防や健康増進のための学習機会

の提供 
健康推進課 継続  

 健康の駅利用者 1万人以上に増加 健康推進課 継続  

 

イ．幼児期から健康に対する意識を育てます 

行 動 計 画 担 当 部 署 
新規 

継続 

女性 

活躍 

 健康診査などの機会に健康教育・保健指導を実施 健康推進課 継続  

 
子育て世帯に対して妊娠期、出産期、育児期まで

切れ目のない学習機会や相談体制の提供 

健康推進課 

子育て支援課 
継続  

 思春期健康教育の充実 健康推進課 継続  

 

 

基本施策  ③生涯にわたる健康の保持増進を積極的に進めます 

 

 

現状と課題 

施策の内容と行動計画 
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男女共同参画指標 担 当 部 署 
現状値 目標値 女性 

活躍 R1年度 R7年度 

健康教育（成人・老人） 健康推進課 1,258回 1,300回  

健康教育（栄養・健康増進） 健康推進課 2,100回 2,150回  

健康教育（児童・生徒） 教育指導課 
市立全 

小中学校 

市立全 

小中学校 
 

小児生活習慣病予防健診 
健康推進課 

教育指導課 

市立全 

小中学校 

市立全 

小中学校 
 

喫煙防止教育 
健康推進課 

教育指導課 

市立全 

小学校 

市立全 

小学校 
 

地域密着型健康の駅（小規模駅） 
健康推進課 

 
63 ヶ所 76 ヶ所  
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家族構成の変化や SNS※の普及などにより、以前より暴力が起きやすい環境にあると

言われています。また、人権意識が高まり、DV※、虐待などについて関心が寄せられて

います。 

暴力は心身に重大な傷を残すもので、許されるものではありません。被害にあった方

の相談に対応できるよう連携を強化し、キャンペーンなどの啓発活動を行う必要があり

ます。 

暴力の低年齢化による、中高生のデート DV※に関しては予防セミナーが有効です。 

 

 

 

 

ア．広報啓発と相談窓口の充実を図ります 

行 動 計 画 担 当 部 署 
新規 

継続 

女性 

活躍 

 広報活動と相談窓口の周知 地域づくり支援課 継続  

 ＤＶ防止キャンペーンの実施 地域づくり支援課 継続 ○ 

 

イ．ＤＶの防止と被害者支援体制の充実を図ります 

行 動 計 画 担 当 部 署 
新規 

継続 

女性 

活躍 

 
関係者の知識向上のための DV対策担当者会議

の開催 
地域づくり支援課 継続  

 関係機関と連携強化を図り支援体制を整備 地域づくり支援課 継続 ○ 

 中高校生に対するデートＤＶ予防セミナーの実施 
地域づくり支援課 

教育指導課 
継続  

 

 

基本施策  ④配偶者等に対するあらゆる暴力の根絶に向けた対策を 

強化します 

 

現状と課題 

施策の内容と行動計画 


